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令和 7 年 4 月 1 日現在 

指定通所介護 

南東北春日デイサービス重要事項説明書 

 

 

 

当事業所は利用者に対して指定通所介護を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内

容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となります。 
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当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（第 ０７７０７０１３６５ 号） 
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１．経営法人 

（１）法人名        医療法人社団 三成会 

（２）法人所在地     福島県須賀川市南上町１２３番地１ 

（３）電話番号       ０２４８－６３－７２９９ 

（４）代表者氏名     理事長 渡邉 貞義 

（５）設立年月       平成 13 年 9 月１日 

 
２．事業所の概要 
（１）事業所の種類  

   指定通所介護事業所・平成３０年４月 1 日 指定 ０７７０７０１３６５ 

（２）事業所の目的  要介護状態にある高齢者等に対し、適正な指定通所介護事業を提供すること。 

（３）事業所の名称  南東北春日デイサービス 

（４）事業所の所在地 福島県須賀川市南上町１２３番地１ 

（５）建物の延べ床面積 ４３７、５㎡ 

（６）電話番号    ０２４８－９４－２３４８ 

（７）管理者     氏名   岡部 里佳 

（８）開設年月日   平成３０年４月１日 

（９）利用定員    ２４名 

（１０）福祉サービス第三者評価（外部評価）の実施状況 

     実施 ・ 未実施 

 

３．当事業所の運営方針 

事業所は、事業の実施に当たっては、通所介護計画に基づき、利用者の特性を踏まえて、可能な限りそ

の居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社

会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに身元引受人及び連帯保証人等の身体的、精神的負担の軽減

を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他の必要な援助を行う。 

２ 事業所は、事業の実施に当たっては利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサ

ービスの提供に努めるものとする。 

３ 事業所は、常に、利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びそのおかれている環境の的確な

把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。特に、認知症老人に対しては、必要に応じ、そ

の特性に対応したサービスが提供できる体制を整える。 

４ 事業所は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を

ケース記録等に記録する。 

 

４．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域 須賀川市、鏡石町、玉川村、矢吹町の区域とする。その他の地域に関

しては、相談に応じる。 

  

（２）営業日及び営業時間  

 

営業日 日曜日及び年末年始（１２/３１～１/３）を除く全日 

受付時間 月～土   ８：３０～１７：００ 

サービス提供時間 月～土   ９：３０～１５：３５ 
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５．職員の配置状況 

当事業所では、利用者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置

しています。 

<主な職員の配置状況> 

職  種 常勤換算 
指定

基準 
職務の内容 

１． 管理者 1 名 1 名 
施設の従業者の管理及び業務の管理を

一元的に行う。 

２． 介護職員 ３名以上 ２名 利用者に対する全般的介護業務を行う。 

３． 看護職員 １名以上 １名 
利用者の保健衛生の管理・指導及び看護

業務を行う。 

４． 生活相談員 １名以上 １名 

事業所に対する指定通所介護の利用の

申し込みにかかる調整、利用者に対する

相談援助及び指導を行い、また、他の職

員と協力して通所介護計画の作成等を

行う。 

５． 機能訓練指導員 2 名以上（看護職員と兼務） 2 名 

利用者に対し、日常生活を営むのに必要

な機能の減退を防止するための訓練、指

導、助言を行う。 

※職員の配置については、指定基準を遵守しています。  

 

<主な職種の勤務体制> 

職種 勤 務 体 制 

１．生活相談員 

２．介護職員 

３．看護職員 

４．機能訓練指導 

早番   ８：００～１６：３０ 

日勤   ８：３０～１７：００ 

 

 

６．当事業所が提供するサービス 

当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。 

（１）食事 

・当事業所では、利用者の身体状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。 

・利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。 

（食事時間）１２：００～１３：００ 

（２）入浴 

入浴又はシャワー浴、清拭を行います。 

（３）排泄  

利用者の排泄の介助を行います。  

（４）機能訓練 

機能訓練指導員により、利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能復又はその減

退を防止するための訓練を実施します。 

（５）送迎サービス 

ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。 
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７．利用料金 

  重要事項説明書別紙参照 

 

８．利用料金の支払いについて 

料金・費用は、２か月ごとに計算し、偶数月に請求書を発送いたします。偶数月の２７日（金融機関休

業日の場合は、その翌日）に指定の口座より自動引き落としさせていただきます。 

 

９．利用の中止、変更、追加について 

（１）利用予定当日の前に、利用者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは

新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに

事業者に申し出てください。 

（２）利用者が利用予定日の 8 時 30 分を過ぎて利用中止の申し出をされた場合、キャンセル料とし

て下記の料金をお支払いいただきます 

利用予定日８時３０分までに申し出があった場合 無料 

利用予定日８時３０分までに申し出がなかった場合 ６００円 

（３）サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の希望する期間に

サービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協議します。 

 

１０．利用者等の義務 

（1）身元引受人 

 身元引受人は事業者との合意により以下の義務を負うものとします。 

・利用者の生活維持又は介護等に関する意見申述を行い、必要に応じて事業者と協議することとします。 

・身元引受人は、連帯保証人を兼ねることができます 

（２）連帯保証人 

 連帯保証人は、利用者と連帯して、本契約から生じる利用者の債務を負担するものとします。 

・前項の連帯保証の負担は、極度額６0,000 円を限度とします。 

・連帯保証人が負担する債務の元本は、利用者の退所及び利用者又は連帯保証人が死亡したときに確定 

するものとします。 

・連帯保証人の請求があったときは、事業所は連帯保証人に対し、遅延なく、利用料等の支払い状況や 

滞納金の額、損害賠償の額等、利用者の全ての債務の額に関する情報を提供するものとします。 

 

１１．サービス提供における事業者の義務 

サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の希望する期間にサービ

スの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協議します。当事業所では、利用者に

対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

（１）利用者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します。 

（２）利用者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携のうえ、利用者から

聴取、確認します。 

（３）利用者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するとともに、利用者、身元引受

人及び連帯保証人等の請求に応じて開示し、複写物を交付します。なお、開示に際しては、所定の手続

きが必要となります。 

（４）利用者へのサービス提供時において、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、

速やかに看護職員への連絡を行う等必要な処置を講じます。 

（５）事業者及びサービス従事者は、サービスを提供するにあたって知り得た利用者又はご家族等に関

する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。（守秘義務）ただし、利用者に緊急な医療上の必要

性がある場合には、医療機関等に利用者の心身等の情報を提供します。また、利用者との契約の終了に

伴う援助を行う際には、あらかじめ文書にて、利用者の同意を得ます。 
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１２．緊急時等における対応方法 
事業所の従業者は、指定通所介護の実施中に、利用者の病状の急変、その他の急変事態が生じた時は、

速やかに看護職員、家族への連絡を行うなどの必要な措置を講じます。家族の同意が必要な検査を行う

場合、救急外来搬送の際や入院の時等、担当医師からの病状説明がある場合は、家族へ連絡し、病院へ

行って頂く事となりますので、ご協力ください。 

 

１３．事故発生の防止と発生時の適切な対応 

事業所は、事故の発生又は発生を防止するため、以下の措置を講じます。 

（１）事故発生防止のための指針を整備します。 

（２）事故が発生した場合等における報告と、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底します。 

（３）担当職員に対し、事故防止のための研修を定期的に実施します。 

（４）前第 1 号から第 3 号の措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

（５）サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに市区町村、身元引受人及び連帯保証人

等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、事故状況及び処置について記録します。 

 

１４．非常災害対策 

事業所は非常災害に備えて必要な設備を設けるとともに、施設におかれた状況により、火災・風水害・

地震その他災害時の態様に応じ、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報

及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難又は救出の訓練を

行う。 

（１）事業所は、消防法施行規則第３条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するため

の計画に基づき、非常災害に備えるため、年２回の避難、救出その他必要な訓練等を行う。 

（２）事業所は、訓練実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。 

 

１５．事業所利用に当たっての留意事項 

利用者、身元引受人及び連帯保証人等は、サービスを利用する場合には、下記の点に留意するものとす

る。 

（１）施設・設備の使用上の注意について 

・居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

・事業所、設備を壊したり、汚したりした場合には、利用者に自己負担により原状に復していただくか、

又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

・当施設の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことは

できません。 

・故意に施設もしくは物品に損害を与え、又はこれらを持ち出す事。 

（２）秩序を著しく乱し、他の利用者に迷惑をかける行動をすること。 

（３）暴力、暴言、セクシャルハラスメントなどで、職員、他の利用者等に迷惑を及ぼすこと。 

（４）正当な理由なく、利用料の支払いを怠ること。（３ヵ月以上） 

（５）提出書類等で虚偽の事項を申告したとき。 

（６）現金や貴重品のお預かりや持ち込みは出来ません。万が一、紛失・破損されましても事業所は責

任を負いかねます。 

（７）思いがけない事故（転倒等）に対し、細心の注意を払っておりますが、デイサービスという特性

上、常時の見守りは不可能となっております。ご利用中の事故等を完全に防ぐことは困難であるという

ことにつきまして、ご理解・ご了承を申し上げます。 

（８）ペットを飼われている場合、自宅訪問時はつないでおく等のご協力お願いします。職員がペット

にかまれた場合、治療費の相談をさせていただく場合があります。 

（９）その他不正と思われる事項。 

（１０）喫煙について、施設内での喫煙はできません。  
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１６．損害賠償について 
当事業所において、事業所の責任により利用者に生じた損害については、事業所は速やかにその損害を

賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。ただし、その損害の発生について、利用者

に故意又は過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に

限り、事業所の損害賠償責任を減じる場合があります。 

 

１７．契約の終了について 

契約の有効期間は、契約締結の日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約期間満了

の２日前までに利用者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後

も同様となります。 

契約期間中、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、このよう

な事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。 

 

（１）契約の終了について（自動終了） 

・利用者が死亡した場合 

・要介護認定により利用者の心身の状況が自立と判定された場合 

・事業所が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合 

・施設の滅失や重大な毀損により、利用者に対するサービスの提供が不可能になった場合 

・当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

 

（２）利用者からの途中解約・契約解除 

契約の有効期間であっても、利用者から利用契約を解約することができます。その場合には、契約終了

を希望する日の７日前までに事業所にご連絡ください。 

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 

・介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

・利用者が入院された場合 

・利用者の「居宅サービス計画（ケアプラン）」が変更された場合 

・事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める通所介護サービスを実施しない場合 

・事業所もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

・事業所もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著

しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

・他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、

事業所が適切な対応をとらない場合 

 

（３）事業所からの契約解除の申し出 

以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

・利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は

不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

・利用者による、サービス利用料金の支払いが 3 か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわら

ずこれが支払われない場合 

・利用者、身元引受人及び連帯保証人等が、故意又は重大な過失により事業者、サービス従事者、他の

利用者等の生命、身体、財物、信用等を傷つけ、又はサービス従事者及び他の利用者等に対する暴力、

暴言、セクシャルハラスメント等の著しい不信行為 を行うことによって本契約を継続しがたい重大な

事情を生じさせた場合 

・最終利用日より、３か月利用のない場合 
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（４）契約の終了に伴う援助 

契約が終了する場合には、事業所は利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を

行うよう努めます。 

 

１８．苦情の受付 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

個人情報の取り扱いに関する苦情についても、同様の窓口（個人情報相談窓口）で受け付けます。 

また、苦情受付ボックスを南東北春日リハビリテーション病院に設置しています。 

苦情受付窓口（担当者） 

   ［職名］   管理者     岡部 里佳    

    受付時間   毎週月曜日～土曜日 ８：３０～１７：００ 

苦情解決責任者 

     [職名]   通所統括責任者 遠藤 正弘 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

福島県国民健康保険団体連合会 

苦情相談窓口 

所 在 地 福島市中町３番７号 

電話番号 ０２４－５２８－００４０ 

福島県運営適正化委員会 所 在 地 福島市渡利字七社宮１１１番地 

福島県総合社会福祉センター２階 

電話番号 ０２４－５２３－２９４３ 

 

須賀川市 健康福祉部長寿福祉課 

 

所 在 地 須賀川市八幡町１３５ 

電話番号 ０２４８－８８－８１１６ 

F A X ０２４８－８８－８１１９ 

鏡石町 福祉こども課 所 在 地 鏡石町東町２８６番地 

電話番号 ０２４８ー６２ー２２１０ 

玉川村 健康福祉課 所 在 地 玉川村大字小高字中畷９ 

電話番号 ０２４７－５７－４６２３ 

矢吹町役場 保健福祉課 所 在 地 矢吹町一本木１０１ 

電話番号 ０２４８－４４－２３００ 

 
１９．守秘義務及び個人情報保護等 

従業者は、正当な理由なく、業務上で知り得た利用者、身元引受人及び連帯保証人等の秘密を漏らして

はならない。 

（１）事業所は、退職者等が正当な理由なく、業務上知り得た利用者、身元引受人及び連帯保証人等の

秘密を漏らさぬよう、必要な措置を講ずる。 

（２）事業所は、サービス担当者会議等において、利用者、身元引受人及び連帯保証人等の個人情報を

用いる場合は利用者、利用者、身元引受人及び連帯保証人等の同意を、あらかじめ文書により得ておく。 

（３）事業所は、利用者に関する個人情報の適正な保護のため、個人情報に関する法令及び厚生労働省

のガイドラインを遵守し、個人情報の保護を図るものとする。 

 
２０．衛生管理等 

事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、健康診断などの必要な管理を行う。 

（１）事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用の供する水について、衛生的な管

理に努め、又は衛生上の必要な措置を講ずるとともに、医療品及び医療機器の管理を適正に行う。 
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２１．ハラスメント防止のための措置 
事業所は、利用者、身元引受人及び連帯保証人等や職場において行われる性的な言動又は優越的な関係

を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、担当職員の就業環境が害

されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。 

２２．業務継続計画の策定等 
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する施設サービスの提供を継続的に実施するための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下、「業務継続計画」という。）を策定し、当

該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。 

（１）管理者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施する 

（２）管理者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うもの

とする。 

 

２３．感染症の予防及びまん延の防止のための措置 
事業所は感染症の予防及びまん延の防止の為、次の措置を実施します。 

（１）感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を年４回以上開催するとともに、

その結果について、従業員に周知徹底を図ります。 

（２）感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

（３）従業員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

２４．虐待の予防及び身体拘束等の適正化のための措置 
事業所は、虐待防止及び身体拘束等の適正化を図るため、以下の措置を講じる。 

（１）虐待防止及び身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、

その結果について、従業員に周知徹底を図る。 

（２）虐待防止及び身体拘束等の適正化のための指針を整備する。 

（３）従業員に対し、虐待防止及び身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 

（４）前第１号から第３号に揚げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。 

 

２５．合意裁判管轄について 

本契約に関して生ずる権利義務に関する訴訟については、医療法人社団三成会の所在地を管轄する福島

地方裁判所郡山支部を第一審管轄裁判所とさせていただきます。 

 

２６．電磁的記録等 

（１）事業所及び従業者は、作成、保存、その他これらに類するもののうち、書面（書面、 書類、文

書、謄本、抄本、副本その他文字、図形等、人の知覚によって認識する事ができる情報が記載された紙

その他の有体物をいう。）で行う事が規定されている又は規定されるものについては、書面に代えて、当

該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっては認識する事ができない

方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行う事が

できるものとします。 

（２）事業所及び従業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの（以下「交付等」とい

う。）のうち、書面で行う事が規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の

承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他、人の知覚によって認識する

ことができない方法）によることができるものとします。 

 

 

 

 


